
H26.5.31時点

（１）一般病床及び療養病床

二次保健医療圏 基準病床数 計画策定時 直近値

安芸 436 598 531

中央 6,370 11,789 11,776

高幡 589 789 789

幡多 1,008 1,720 1,660

県計 8,403 14,896 14,756

（２）精神病床

病床種別 基準病床数 計画策定時 直近値

精神病床 2,493 3,721 3,676

（３）結核病床

病床種別 基準病床数 計画策定時 直近値

結核病床 60 170 107

（４）感染症病床

病床種別 基準病床数 計画策定時 直近値

感染症病床 11 11 11

（第１種） (2) (2) (2)

（第２種） (9) (9) (9)

基準病床数の状況
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